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１  警察行政手続サイト から申請・ 届出ができる手続 

 

手続一覧 

手 続 名 

道路交通法関係（ 安全運転管理者制度以外。 災害関連の他法令を含む。）  

 

道路使用許可の申請 

道路使用許可証の記載事項の変更の届出 

道路使用許可証の再交付申請 

通行禁止道路通行許可の申請 

駐車許可の申請 

制限外積載・ 設備外積載・ 荷台乗車許可の申請 

制限外牽引許可の申請 

緊急通行車両等及び規制除外車両の事前届出 

道路交通法関係（ 安全運転管理者制度）  

 

安全運転管理者の選任の届出 

副安全運転管理者の選任の届出 

安全運転管理者の解任の届出 

副安全運転管理者の解任の届出 

安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出 

副安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律関係 

 申請書記載事項の変更の届出 

警備業法関係 

 

服装の届出 

服装の変更の届出 

廃止の届出 

護身用具の届出

護身用具の変更の届出 

営業所の届出等 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係 

 責任者の選任の届出 

小型無人機等の飛行関係 

 小型無人機等の飛行に関する通報 

 

  現在は 23手続ですが、 対象手続は今後追加することを検討しています。  
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（ １ ） 道路交通法関係（ 安全運転管理者制度以外。 災害関連の他法令を含む。）  

ア  道路使用許可の申請（ 道路交通法第 78条第１ 項）  

【 対象】  

 過去に許可を受けた申請であって許可期間が満了していないもののうち、  

 許可を受けた期間を延長するための申請 

 道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更を行うための申請 

 

 例年実施している道路使用で、 その場所・ 期間・ 方法・ 形態が同一のものの

申請 

 

イ  道路使用許可証の記載事項の変更の届出（ 道路交通法第 78条第４ 項）  

【 対象】  

 過去に許可を受けた申請であって、 許可期間が満了していないもののうち、  

 申請者又は現場責任者の変更を行うための届出 

 申請者又は現場責任者の住所の変更を行うための届出 

 養子縁組等による、 申請者又は現場責任者の氏名の変更を行うための届出 

 

ウ  道路使用許可証の再交付申請（ 道路交通法第 78条第５ 項）  

【 対象】  

 すべて  

 

エ 通行禁止道路通行許可の申請（ 道路交通法施行規則第５ 条第１ 項）  

【 対象】  

 過去に許可を受けた申請であって、 許可期間が満了していないもののうち、  

 許可を受けた期間の変更（ 例:期間の延長、 日時の変更） を行う ための申請  

 運転者の追加又は変更を行うための申請 

 車両の諸元・ 構造・ 車種が同一のものへの変更を行うための申請 

 許可期間を除き、 過去に許可を受けた申請と同一内容の申請  

・ 道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点

を含まず、 迂回路等に変更がない場合等 

・ 工作物の近接した場所への移動であって、 変更後の設置場所が、 交差点、 横断歩

道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残

余幅員に変更がない場合等 

【 例えば】  

・ 恒例のお祭りであって、 道路の新設や大型ショ ッ ピングセンター、 飲食店

等の新設、 大型駐車場の新設、 大規模イベント の実施等がないもの 

【 例えば】  
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オ  駐車許可の申請 

（ 道路交通法第 45条第１ 項及び第 49条の５ の規定に基づく 都道府県公安委員会規則）   

【 対象】  

 過去に許可を受けた申請であって、 許可期間が満了していないもののうち、 

 許可を受けた期間の変更（ 例： 期間の延長、 日時の変更） を行うための申請  

 運転者の追加又は変更を行うための申請 

 車両の諸元・ 構造・ 車種が同一のものへの変更を行うための申請 

 許可期間を除き、 過去に許可を受けた申請と同一内容の申請 

 

カ  制限外積載・ 設備外積載・ 荷台乗車許可の申請（ 道路交通法施行規則第８ 条第１ 項） 

【 対象】  

 過去に許可を受けた申請であって、 許可期間が満了していないもののうち、 

 許可を受けた期間の変更（ 例:期間の延長、 日時の変更） を行うための申請  

 運転者の追加又は変更を行うための申請 

 車両の諸元・ 構造・ 車種が同一のものへの変更を行うための申請 

 許可期間を除き、 過去に許可を受けた申請と同一内容の申請 

 

キ  制限外牽引許可の申請（ 道路交通法施行規則第８ 条の５ 第１ 項）   

【 対象】  

 過去に許可を受けた申請であって、 許可期間が満了していないもののうち、 

 許可を受けた期間の変更（ 例:期間の延長、 日時の変更） を行うための申請  

 運転者の追加又は変更を行うための申請 

 車両の諸元・ 構造・ 車種が同一のものへの変更を行うための申請 

 許可期間を除き、 過去に許可を受けた申請と同一内容の申請 

 

 

ク  緊急通行車両等及び規制除外車両の事前届出 

（ 災害対策基本法施行令第 33条第１ 項の規定等に関する交通局長通達）  

【 対象】  

 すべて  

 

（ ２ ） 道路交通法関係（ 安全運転管理者制度）  

ア  安全運転管理者・ 副安全運転管理者の選任の届出（ 道路交通法第 74条の３ 第５ 項） 

【 対象】  

 自動車運転代行業における安全運転管理者等を除く すべて。  

イ  安全運転管理者・ 副安全運転管理者の解任の届出（ 道路交通法第 74条の３ 第５ 項） 

【 対象】  

 自動車運転代行業における安全運転管理者等を除く すべて。  
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ウ  安全運転管理者・ 副安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出 

（ 道路交通法第 74条の３ 第５ 項の規定に関する都道府県公安委員会規則等）  

【 対象】  

 すべて  

 

（ ３ ） 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律関係 

ア  申請書記載事項の変更の届出 

（ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第８ 条第１ 項）  

【 対象】  

すべて  

 

（ ４ ） 警備業法関係 

ア  服装の届出（ 警備業法第 16条第２ 項）  

【 対象】  

 すべて  

イ  服装の変更の届出（ 警備業法第 16条第３ 項）  

【 対象】  

 すべて  

ウ  廃止の届出（ 警備業法第 10条第１ 項）  

【 対象】  

 すべて  

エ 護身用具の届出（ 警備業法第 17条第２ 項）  

【 対象】  

 すべて  

オ  護身用具の変更の届出（ 警備業法第 17条第２ 項）   

【 対象】  

 すべて  

カ  営業所の届出等（ 警備業法第９ 条）   

【 対象】  

 警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内

で警備業務（ 内閣府令で定めるものを除く 。） を行おうとするときの届出。  

警備業者が、 その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域

内に営業所を設ける場合の届出はオンライン化の対象外です。  

【 ご注意く ださい】  
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（ ５ ） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係 

責任者の選任の届出 

（ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第 17条第１ 項）  

【 対象】  

 すべて  

 

（ ６ ） 小型無人機等の飛行関係 

小型無人機等の飛行に関する通報 

（ 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第３ 項） 

【 対象】  

 すべて  
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２  申請・ 届出の流れ 

警察庁Ｗｅ ｂ サイト から警察行政手続サイト にアクセスし、 申請・ 届出を行い

ます。  

 

操作完了後、 メール又は電話により申請・ 届出先警察署から連絡がある場合がありま

す。  

 

 

 

 

• 申請・ 届出の選択 

• 様式のダウンロード  

• ワンタイムＵ Ｒ Ｌ （ ※） 発行 

• 申請・ 届出ページへのアクセス 

• 申請・ 届出に関する入力 

• 入力内容のチェッ ク  

• 添付書類の送付準備（ 郵送する場合）  

• 留意事項の確認 

警察行政手続サイト

ト ッ プページ 

ワンタイムＵ Ｒ Ｌ  

発行メール 

警察行政手続サイト

申請・ 届出ページ 

• 操作完了 
完了メール

（ ※） 申請・ 届出ごとに発行される限られた時間内のみ有効な、 申請・ 届出ページ

のアクセス先（ URL)  

本サイト では、 提出した申請・ 届出に関する修正・ 訂正、 手続の取下げ等はできません。

申請・ 届出先警察署に直接、 ご相談く ださい。  

【 ご注意く ださい】  
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３  操作手順 

（ １ ） 警察行政手続サイト  〜ト ッ プページ〜 

ア  申請・ 届出の選択 

表示されているリスト から、 対象の手続を選択します（ ①→②）。  

 

イ  様式のダウンロード  

申請・ 届出書の様式をダウンロードします（ ③）。 申請・ 届出書の記載方法につ

いては、 記載要領や記載例を参照してく ださい。 道路交通法関係手続については、

本リンクから都道府県警察のウェブサイト にアクセスできますので、 申請・ 届出先

の都道府県警察のウェブサイト 上で申請・ 届出書の記載例をダウンロードし、 その

他申請・ 届出に必要な書類を参照してく ださい。  

手続に必要な書類（ ファ イル等） が準備できたら、「 申請・ 届出開始」 ボタンを

クリ ッ クします（ ④）。  

 

② 

① 
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ウ  ワンタイムＵ Ｒ Ｌ の発行 

申請・ 届出ページにアクセスするためのワンタイムＵ Ｒ Ｌ 発行に必要な情報を入

力し（ ⑤）、「 送信」 ボタンをクリ ッ クします（ ⑥）。  

 

 

 

ワンタイムＵ Ｒ Ｌ 発行メールが、 登録したメールアドレス宛てに送信されます。 

 

メールアドレスの間違いにご注意く ださい。  

例： O( ｵｰ)と 0（ ｾﾞﾛ)、 l (ｴﾙ)と Ｉ ( ｱｲ)と 1( ｲﾁ)、 半角と全角 

【 ご注意く ださい】  

本サイト ではなく 、 都道府県等のサイト で電子申請・ 届出を受け付けている都道府

県警察があります。 それぞれの都道府県のリンク先を確認してく ださい。  

【 ご注意く ださい】  
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（ ２ ） ワンタイムＵ Ｒ Ｌ 発行メール 

警察行政手続サイ ト から届く メールに記載されているワンタイムＵ Ｒ Ｌ をクリ ッ

クすると、 申請・ 手続ページにジャンプします（ ⑦）  

 

 
  

Ｕ Ｒ Ｌ をクリ ッ クしてもジャ ンプしない場合は、 Ｕ Ｒ Ｌ をコピーしてＷｅ ｂ ブラ

ウザのアドレスバーに貼り付けてく ださい。  

 

ワンタイムＵ Ｒ Ｌ の有効時間は 15分です。 ワンタイムＵ Ｒ Ｌ 発行メールが届いて

から 15分以内に、「 申請・ 届出ページ」 へアクセスし、 申請・ 届出を完了させる必要

があります。  

また、 １ 回発行されたワンタイムＵ Ｒ Ｌ で複数の申請・ 届出を行うことはできませ

ん。 手続ごとにワンタイムＵ Ｒ Ｌ の発行を行ってく ださい。  

【 ご注意く ださい】  
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（ ３ ） 警察行政手続サイト  〜申請・ 届出ページ〜 

ア  申請・ 届出に関する入力 

必要事項を入力し（ ⑧）、 申請・ 届出書類のファ イルを選択します（ ⑨）。  

確認事項を確認したのち、 チェッ クボッ クスにチェッ クを入れ（ ⑩）、「 入力内容

確認」 ボタンをクリ ッ クします（ ⑪）。  

 

 

 

１ 回の手続で送付できるファ イルのサイズは、 合計 3. 5MBまでとなります。 上限を

超える場合は、圧縮、解像度を下げるなど、ファ イルのサイズを小さく してく ださい。 

それでも上限を超えてしまう場合は、 添付書類の提出方法を申請・ 届出先警察署に

ご相談く ださい。  

【 ご注意く ださい】  
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イ  入力内容のチェッ ク。  

画面に表示された【 氏名又は名称】 と、 申請・ 届出書類に記載した【 氏名又は名

称】 が一致していることを確認し、「 送信」 ボタンをクリ ッ クします（ ⑫）。  

前の画面に戻る場合は、 必ず「 戻る」 ボタンから戻って下さい（ ⑫’ ）。  

 

 
 

 

道路使用許可関係手続において、データ化が困難等の理由で添付書類を別途郵送す

る場合、「 別途郵送資料あり」 の欄にチェッ クをするとともに特記事項欄に郵送予定

資料の件名をご記載く ださい。  

【 ご注意く ださい】  

申請・ 届出書類のファ イルは、 データ形式が決められているものがあります。  

 

【 ご注意く ださい】  

⑫’
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ウ  添付書類の準備（ 郵送する場合のみ）  

「 資料送付状（ Ｐ Ｄ Ｆ ）」 ボタンをクリ ッ クすると（ ⑬）、 資料送付状が表示され

ます。 これを印刷して添付書類に同封してく ださい。  

 

 
 

エ 留意事項の確認 

留意事項を確認の上、「 ト ッ プへ」 ボタンをクリ ッ クしてく ださい（ ⑭）。  

後ほど警察行政手続サイト から受付完了メールが送付されます。メールには詳細

な留意事項が記載されていますので、 確認いただき、 手続が完了するまでの間、 保

管をお願いします。  

 

 
 

 

 

 ・ 操作完了後、 申請・ 届出が到着するまでに時間がかかることがあります。  

・ 到達後、 メール又は電話により申請・ 届出先警察署から連絡する場合があります。 

・ 警察行政手続サイト から、 提出済みの申請・ 届出の修正・ 変更・ 取消し等は行えま

せん。 申請・ 届出先警察署に直接連絡して下さい。  

【 ご注意く ださい】  


